
１． 調査名、委託予定数量、委託予定金額及び調査場所

※

（うち取引に係る消費税及び
    地方消費税額 円也）

（注）（ ）の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。

２． 調査期間

自 年 月 日 （契約締結日の翌日）

至 年 月 日

３． 契約保証金 免除

４． 特約事項 別紙２のとおり

上記委託事業につき、委託者 （以下
「甲」という。）と受託者
とは、本契約書及び令和 年  月  日付けで交付した収穫調査委託契約約款によって委託
契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。

年 月 日

委託者（甲） （住所） 秋田県由利本荘市水林439
（氏名） 分任支出負担行為担当官

由利森林管理署長 木村 秀樹

受託者（乙） （住所）
（氏名）

（以下「乙」という。）

委託金額

収 穫 調 査 委 託 契 約 書

調  査  名

（森林管理署等）

委  託
予定数量

(ha)
調査場所委 託 予 定 金 額

令和

分任支出負担行為担当官 由利森林管理署長 木村秀樹

９ １ 29

令和 8

（案）

収穫調査委託
（本荘・矢島地区）

（由利森林管理署）

令和

円也 別紙１調査
内訳書の
とおり

212.55



林名区分 林小班

本荘 国有林 3ろ3 0.07 7 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3ろ4を襲用

本荘 国有林 3ろ4 0.38 53 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 3ほ 2.37 321 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

本荘 国有林 3へ 0.32 179 皆伐 100 標準地(簡標)

本荘 国有林 3と1 0.59 61 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3と3を襲用

本荘 国有林 3と3 1.37 56 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 3と4 0.18 1 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3と3を襲用

本荘 国有林 3と6 0.25 1 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3と3を襲用

本荘 国有林 3る 3.81 539 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 3る1 2.37 307 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3るを襲用

本荘 国有林 3む 1.04 43 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 3む 1.04 100 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 3う 0.50 24 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 3う 0.50 43 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 3け 0.91 112 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 3め 1.86 220 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 23ろ 15.82 2,137 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 23ほ1 4.73 1,560 皆伐 100 標準地(簡標)

本荘 国有林 23ほ2 0.32 43 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 23へを襲用

本荘 国有林 23へ 1.37 233 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 23ち 0.92 196 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

本荘 国有林 23り 2.48 73 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

本荘 国有林 23り1 2.29 313 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
23り2を襲用
一部区域標示省略

本荘 国有林 23り2 2.42 312 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

本荘 国有林 23り3 1.80 231 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
23り2を襲用
一部区域標示省略

本荘 国有林 23り4 1.84 222 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
23り2を襲用
一部区域標示省略

調査方法 備考

調　査　内　訳　書

森林管理
署等

調査場所 予定面積
（ha）

予定材積
（㎥）

伐採種
伐採率
（％）

別紙1



本荘 国有林 23り5 1.66 74 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
23り2を襲用
一部区域標示省略

本荘 国有林 23り6 1.55 49 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
23り2を襲用
一部区域標示省略

本荘 国有林 23り7 0.31 47 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

本荘 国有林 23ぬ 1.90 407 複層伐(帯・群) 50 標準地(襲用) 23るを襲用

本荘 国有林 23る 3.38 503 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

本荘 国有林 23わ 1.67 47 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

本荘 国有林 23わ1 1.16 36 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 23わを襲用

本荘 国有林 23よ 2.08 285 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
23たを襲用
一部区域標示省略

本荘 国有林 23た 2.65 428 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

本荘 国有林 29ち1 1.34 62 天然林択伐 30 精密毎木

本荘 国有林 29ち2 2.83 147 天然林択伐 30 精密毎木

本荘 国有林 71ち1 0.56 62 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

本荘 国有林 71ち2 0.36 146 皆伐 100 標準地(簡標)

本荘 国有林 71わ 0.74 86 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

本荘 国有林 71か 0.25 46 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

本荘 国有林 71よ 0.91 166 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標)

本荘 国有林 71れ 3.47 182 天然林択伐 30 精密毎木

本荘 国有林 71ね 8.34 611 天然林択伐 30 精密毎木 一部区域標示省略

本荘 国有林 71ね4 2.63 136 天然林択伐 30 精密毎木 一部区域標示省略

本荘 国有林 72い 2.88 383 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

本荘 国有林 72ろ 0.70 46 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

矢島 国有林 1069は 3.43 644 皆伐 100 標準地(簡標)

矢島 国有林 1069へ 1.48 190 皆伐 100 標準地(簡標)

矢島 国有林 1069ち2 2.02 625 複層伐(天) 50 標準地(襲用) 1069ち3を襲用

矢島 国有林 1069ち3 2.08 473 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

矢島 国有林 1069り 1.70 206 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

矢島 国有林 1069る 4.68 425 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

矢島 国有林 1069わ 1.08 54 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略



矢島 国有林 1069よ1 1.97 244 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
1069るを襲用
一部区域標示省略

矢島 国有林 1069た 0.38 30 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1069れを襲用

矢島 国有林 1069れ 0.83 81 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

矢島 国有林 1069ね 0.46 55 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1069るを襲用

矢島 国有林 1069ら 9.05 1,150 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

矢島 国有林 1069む 1.37 151 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

矢島 国有林 1069う 3.18 496 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

矢島 国有林 1071い 16.42 1,613 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
1071はを襲用
一部区域標示省略

矢島 国有林 1071は 16.84 1,530 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

矢島 国有林 1071に 0.90 120 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

矢島 国有林 1071そ 1.52 49 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
1071つを襲用
一部区域標示省略

矢島 国有林 1071つ 3.01 256 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

矢島 国有林 1071ね 5.70 1,074 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

矢島 国有林 1071ら 1.15 158 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 一部区域標示省略

矢島 国有林 1071む 5.18 406 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1071はを襲用

矢島 国有林 1071う 12.86 1,411 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
1071はを襲用
一部区域標示省略

矢島 国有林 1071く 0.58 46 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
1071はを襲用
一部区域標示省略

本荘 分収育林 16は 2.78 1,892 皆伐 100 精密毎木

本荘 分収造林 22い 14.36 6,821 皆伐 100 標準地(簡標)

本荘 分収造林 46な 1.99 890 皆伐 100 標準地(簡標)

矢島 分収育林 1043ろ 2.63 2,829 皆伐 100 精密毎木

合計 212.55 35,255
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